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衆
議
院
議
員
尾

か
な
子
君
提
出
厚
生
労
働
省
が
説
明
す
る
「
百
六
万
円
の
壁
」
の
不
存
在
と
「
週
二
十
時
間
の
壁
」
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
尾

か
な
子
君
提
出
厚
生
労
働
省
が
説
明
す
る
「
百
六
万
円
の
壁
」
の
不
存
在
と
「
週
二
十
時
間
の
壁
」

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
百
六
万
円
の
壁
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
十
三

日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
が
「
百
六
万
円
の
壁
に
つ
い
て
正
確
に
認
識
す
る
こ

と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
（
中
略
）
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
時
点
で
、
月
額
賃
金
八
・
八
万
円
と
い
う
こ
の
数
字
、
こ
れ
を

意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
年
末
等
で
そ
の
収
入
が
増
え
て
い
っ
て
調
整
す
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
雇

用
契
約
を
結
ぶ
段
階
で
こ
れ
を
超
え
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
時
点
で
就
労
調
整
が
起
き

る
、
こ
れ
は
十
分
考
え
ら
れ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

二
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
十
二
条
第
五
号
ロ
又
は
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

七
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
九
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
の
適
用
事
業
所
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
の
う
ち
、
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
九
条
の
四
各
号
又
は
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十



 

２ 

 

五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
賃
金
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
部
分
（
以
下
「
所
定
内
賃

金
」
と
い
う
。
）
の
額
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
五
又
は
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の

五
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
又
は
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条

第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
八
万
八
千
円
未
満
の
場
合
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
被
用
者
保
険
の
加
入
対
象
に

は
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
「
百
六
万
円
の
壁
」
を
理
由
に
事
業
者
が
残
業
を
控
え
さ
せ
る
、
働
き
控
え
を
勧
め

る
、
ま
た
は
短
時
間
労
働
者
が
年
収
百
六
万
円
に
至
ら
な
い
よ
う
に
働
き
控
え
を
行
う
と
い
っ
た
こ
と
」
に
関
し
、
「
残
業

を
控
え
」
る
こ
と
及
び
「
働
き
控
え
」
を
御
指
摘
の
「
繁
忙
期
の
残
業
等
に
よ
っ
て
一
時
的
に
労
働
時
間
が
」
増
加
す
る
こ

と
を
控
え
る
こ
と
と
解
す
れ
ば
、
「
繁
忙
期
の
残
業
等
」
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
三
号
又
は
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
「
所
定
労
働

時
間
を
超
え
る
時
間
の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
所
定
内
賃
金
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
「
繁
忙
期
の
残
業
等
」
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
に
よ
り
、
「
被
用
者
保
険
加
入
の
対
象
」
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
お
尋

ね
の
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
般
に
想
定
さ
れ
な
い
と
考
え
て
お
り
、
「
適
切
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。 



 

３ 

 

 
 

ま
た
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
十
二
条
第
五
号
イ
又
は
健
康
保
険
法
第
三
条
第
一
項
第
九
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
一
週

間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
未
満
」
の
場
合
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
被
用
者
保
険
の
加
入
対
象
に
は
な
ら
な
い
」
と
こ

ろ
、
お
尋
ね
の
「
雇
用
契
約
時
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
未
満
で
あ
っ
て
、
繁
忙
期
の
残
業
等
に
よ
っ
て
一
時
的
に
労

働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
と
な
っ
た
場
合
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
労
働
時
間
」
は
、
原
則
と
し
て
、
「
所
定
労
働
時
間
」

に
含
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
被
用
者
保
険
加
入
の
対
象
」
と
は
な
ら
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
ミ
ス
リ
ー
ド
し
て
い
る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
百
六
万
円
の
壁
」
に
つ
い
て
正
確
に
周
知
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
ミ
ス
リ
ー
ド
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の

「
百
六
万
円
の
壁
」
と
い
う
呼
称
は
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘

の
よ
う
な
「
「
年
収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
は
じ
め
と
し
た
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
の
政
府
の
発
信



 

４ 

 

の
な
か
で
」
、
正
確
に
周
知
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

六
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
被
用
者
保
険
の
適
用
範
囲
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

六
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
七
月
三
日
の
第
十
六
回
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
の
資
料
一
「
令
和
六
（
二
〇
二

四
）
年
財
政
検
証
結
果
の
概
要
」
に
お
い
て
、
令
和
四
年
度
時
点
に
お
け
る
最
低
賃
金
等
の
状
況
を
前
提
と
し
た
「
令
和
四

年
公
的
年
金
加
入
状
況
等
調
査
」
等
の
「
特
別
集
計
等
」
を
用
い
て
推
計
す
る
と
、
令
和
五
年
度
時
点
で
約
百
十
万
人
と
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
の
４
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
報
道
②
」
は
、
「
「
百
六
万
円
の
壁
」
が
な
く
な
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
被
用
者
保
険

の
適
用
範
囲
」
に
つ
い
て
は
、
六
の
１
及
び
２
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
現
在
、
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
に



 

５ 

 

お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
「
百
六
万
円
の
壁
」
が
な
く
な
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
た
お

尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


